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日置市体育施設及び日置市都市公園運動施設 

指定管理者の業務仕様書（公募型） 

 

 本書は、「日置市体育施設及び日置市都市公園運動施設指定管理者募集

要項（公募型）」と一体のものであり、日置市体育施設及び日置市都市公

園運動施設（以下「体育施設及び都市公園運動施設」という。）の管理運

営業務を指定管理者が行うに当たり、日置市（以下「市」という。）が指

定管理者に要求する管理運営の業務内容及び基準等を示すものである。  

 

  第１ 体育施設及び都市公園運動施設の基本方針等 

 

１ 設置目的  

  スポーツ・レクリエーションをとおし、気軽に利用される施設として、

市民の体力の向上及び健康増進を図り、スポーツの振興及び関係人口の

増加を図ることを目的とする。 

 

２ 管理運営に関する基本的事項  

  指定管理者制度は、従来の公の施設の管理委託制度とは異なり、指定

管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行する制度であ

る。指定管理者は、施設の適正な管理を確保しつつ、住民サービスの質

の向上を図っていく必要がある。 

  指定管理者は、体育施設及び都市公園運動施設を管理運営するに当た

っては、次の各項目に留意して円滑に実施する。 

  なお、市は施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指

示等を行う。 

 (1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）及び次の条例（以下「条例」と

いう。）及びその他関連法令の内容を十分に理解し、法令の規定に基

づいた運営を行うこと。 

  ア 日置市体育施設条例（平成17年日置市条例第94号） 

  イ 日置市都市公園条例（平成17年日置市条例第 176号） 

  ウ 日置市都市公園運動施設条例（平成19年日置市条例第35号） 

 (2) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「保護法」

という。）及び日置市個人情報保護法施行条例（令和５年日置市条例
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第１号。以下「保護法施行条例」という。）の規定に基づき、保有個

人情報の保護を徹底すること。 

 (3) 公の施設であることを常に念頭において、公平な管理運営を行うこ

ととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。  

 (4) 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正

な管理運営を行うとともに、管理運営費の削減に努めること。 

 (5) 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていく

こと。 

 (6) 市の推進する脱炭素政策に関し、可能な限り温室効果ガスの排出量

削減等の措置を講じるとともに、施設のエネルギー使用量について正

確に把握し、市の指示に従い報告すること。また、廃棄物の発生を抑

制し、環境に配慮した管理を行うこと。 

   なお、市内の公共施設においては、エネルギーの地産地消とその費

用の市内での循環、及び市の維持管理経費の縮減を目的として、市内

の新電力会社である「ひおき地域エネルギー」との電力供給契約締結

を推進している（一部施設を除く）。指定期間中においてもこの取組

みを継続すること。 

 (7) 市と密接に連携を図りながら管理運営を行うこと。 

 (8) 管理運営業務の遂行に関し、物品及び役務の調達、修繕等の発注に

あたっては、市内事業者の活用に努めること。 

 

  第２ 指定管理者が行う業務 

 

１ 維持管理及び修繕に関する業務  

  別記１に掲げる施設、設備及び備品の機能と環境を良好に維持し、サ

ービス提供が常に円滑に行われるように、施設及び設備の日常点検、保

守及び法定の環境測定等の保守管理業務を行うこと。 

 (1) 施設保守管理業務 

   体育施設及び都市公園運動施設を適切に運営するために、日常的に

点検を行い、現状を維持し、かつ美観を保つこと。 

   また、施設を安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努める

とともに、建築物等の不具合（軽微な場合を除く。）を発見した際に

は、速やかに市に連絡すること。原則として、見積額１件30万円未満
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の修繕については、指定管理者の負担とするが、詳細については、別

に定める。 

 (2) 設備機器の保守管理業務 

  ア 設備機器の法定点検及び初期性能、機能保持のため、外観点検、

機能点検、機器動作特性試験及び整備業務等を行うこと。  

  イ 故障等の発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合

は、速やかに修繕を行うこと。原則として、見積額１件30万円未満

の修繕については、指定管理者の負担とするが、詳細については、

別に定める。 

  ウ 設備機器の保守点検業務に要する経費は、指定管理者の負担とす

る。 

 (3) 設備機器の運転操作及び監視業務 

   設備機器の適正な運用を図るために行う監視業務及びこれに関連す

る電力、用水及びガス等の需給状況を把握すること。また、適切な運

転記録をとること。設備機器の稼働に当たっては、環境に配慮した適

正な運転を行うとともにエネルギー経費の削減に努めること。  

 (4) 物品等管理業務 

  ア 市の所有する物品（機器、備品等）について、日置市物品会計規

則（平成17年日置市規則第48号）及び関係例規に基づき適切に管理

すること。 

  イ 利用に支障を来さないよう物品の管理を行うとともに不具合が生

じた物品について、原則として、見積額１件30万円未満の修繕につ

いては、指定管理者が行うこととするが、詳細については、別に定

める。 

  ウ 指定管理者が管理する市の物品について、更新が必要な場合は、

市に報告すること。 

 (5) 清掃業務 

   良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公共施設として快適な空間

を保つために必要な清掃業務を実施すること。 

  ア 日常清掃 

    施設の利用頻度等に応じて清掃を実施し、衛生管理には十分配慮

するとともに、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。  

   また、衛生消耗品類は、常に補充された状態にすること。 
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  イ 定期清掃 

    日常清掃では実施しにくい以下に掲げる清掃等を確実に行うため、

指定管理者が施設の利用頻度等に応じた定期清掃を行うこと。  

  ウ 特別清掃 

    日常清掃及び定期清掃のほかに、必要に応じて清掃を実施し、施

設の適切な環境衛生、美観の維持に努めること。 

 (6) 保安警備業務 

  ア 施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用

できる環境を確保した保安警備業務を行うこと。 

  イ 施設においては、部外者の出入状況の確認、不審者の発見及び進

入阻止等を適切に行うこと。 

  ウ 警備日誌を作成すること。 

  エ 巡回業務を行い、異常の有無の確認及び火災予防点検を行うこと。  

  オ 防火管理者を設置すること。 

 (7) その他の業務 

  ア 上記に定めるもののほか、維持管理に必要な業務内容は別記２に

定めるとおりとする。 

  イ 施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌等を作成し、

一定期間保管し、市の求めがあったときには閲覧に供すること。  

 (8) 維持管理計画の作成 

   毎年度２月末までに翌年度の施設維持管理計画（点検整備、法令に

基づく測定・検査、調査等）を作成し、市に提出すること。  

   なお、計画に従って実施した点検・評価結果、整備状況及び修繕等

については記録を行い、施設維持管理計画に反映させること。  

 (9) 修繕実施計画の作成 

   毎年度９月末までに翌年度の「修繕実施計画（修繕の内容、理由、

見込額及び実施予定時期などを記載）」を作成し、市に提出すること。  

   なお、本計画の作成に当たっては、翌年度において特に修繕が必要

とされる、見積額１件30万円以上のものとし、提出に当たっては見積

書を添付すること。ただし、提出された修繕内容が必ず実施されると

は限らない。 

(10) 施設等整備不備による損害賠償 

  ア 施設・設備の維持管理の不備により利用者の財物等に損害を与え
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た場合は、原則として指定管理者において賠償すること。  

  イ 施設・設備の維持管理の不備により主催者に対して正常な機能を

提供できなかった場合の損害についても指定管理者において賠償す

ること。 

 

２ 利用の受付、案内等及び許可に関する業務  

 (1) 開館（使用）時間及び休館日 

   体育施設及び都市公園運動施設の開館（使用）時間及び休館日は、

原則として次のとおりとする。 

   ただし、指定管理者は、日置市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）の承認を受けて開館（利用）時間を変更することができる。  

   また、指定管理者は施設の改修等により必要な場合は、教育委員会

の承認を受けて休館日を設けることができる。 

   下記に関わらず、教育委員会が必要と認めた場合は、指定管理者は

開館しなければならない。 

  ア 日置市体育施設条例に規定する施設（17施設） 

 名称  使用時間  休館日  

１  
日置市東市来屋内レクリエーショ

ン施設こけけドーム  

午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日（国民

の祝日に関する法律（昭和 23年法

律第178号）第３条に規定する休

日をいう。以下同じ。）に当たる

場合は、その日後においてその日

に最も近い休日でない日）  

２  日置市東市来グラウンドゴルフ場  
午前８時30分から  

午後５時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

３  

日置市東市来

総合運動公園  

弓道場  

午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

４  多目的陸上競技場  

５  多目的広場  

６  テニスコート  

７  東市来ドーム  

８  日置市日吉総合体育館  
午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

９  日置市日吉テニスコート  
午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

10 日置市日吉弓道場  
午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

11 日置市日吉相撲道場  午前８時30分から  ①12月28日から翌年の１月４日まで  
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午後10時まで  ②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

12 日置市日吉運動公園グラウンド  
午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

13 日置市日吉グラウンドゴルフ場  
午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た  

 る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

14 日置市日吉管理棟  
午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

15 日置市日吉多目的広場  
午前８時30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

16 日置市日吉研修棟  

午前８時30分から  

午後10時まで  

（宿泊使用にあた

っては、宿泊を開

始する日の午後５

時から宿泊を終了

する日の午前９時

まで）  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

17 日置市吹上人工芝サッカー場  
午前８時 30分から  

午後10時まで  
12月28日から翌年の１月４日まで  

  イ 日置市都市公園運動施設条例に規定する施設（19施設） 

 名称  使用時間  休館日  

１  
東市来運動

公園  

湯之元球場  

(本球場) 午前８時 30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  
２  

湯之元球場  

(補助球場) 

３  

伊集院総合

運動公園  

陸上競技場  午前８時 30分から  

午後10時まで  
12月28日から翌年の１月４日まで  

４  テニスコート  

５  プール  
午前９時から  

午後６時まで  
９月１日から翌年６月 30日まで  

６  野球場  

午前８時 30分から  

午後10時まで  
12月28日から翌年の１月４日まで  

７  グラウンドゴルフ場  

８  サッカー場  

９  多目的広場  

10 伊集院ドーム  

11 

吹上浜公園  

体育館  
午前８時 30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  

12 陸上競技場  

午前８時 30分から  

午後10時まで  
12月28日から翌年の１月４日まで  

13 野球場  

14 テニスコート  

15 グラウンドゴルフ場  

16 ゲートボール場  

17 弓道場  
午前８時 30分から  

午後10時まで  

①12月28日から翌年の１月４日まで  

②毎週月曜日（その日が休日に当た

る場合は、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）  
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18 屋内多目的広場  午前８時 30分から  

午後10時まで  
12月28日から翌年の１月４日まで  

19 相撲場  

 (2) 施設の利用の制限に関する事項 

   施設の利用者が、秩序及び風紀を守らず、他人に迷惑を及ぼし、従

業員の指示に従わない場合には、指定管理者は利用の許可をしないこ

とができる。 

 (3) 利用料金の設定 

  ア 市条例で規定する使用料の額（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）の範囲内で、教育委員会の承認を得て、施設の利用料金を設

定すること。 

    なお、指定管理者が利用料金を設定するに当たっては、施設の有

効活用の観点及び収支状況等を踏まえ、適切なものとすること。  

    また、利用料金を変更する場合は、施設の許可申請をした利用者

に対しての説明や、新料金の施行に当たって一定の周知期間を設け

るなど適切な対応を行うこと。 

  イ 利用料金を還付又は減免しようとする場合には、市で定める基準

を参考に、事前にそれぞれの基準を作成し、教育委員会の承認を得

ること。減免に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをし

てはならない。 

 (4) 利用料金の徴収 

  ア 指定管理者は、利用料金及びその他収入を自己の収入として徴収

する。 

  イ 利用料金は原則前納であるが、徴収方法については利用者の利便

性を考慮して指定管理者において定めること。 

 (5) 利用の受付、許可 

  ア 受付・許可等は下記施設で行うこと。ただし、施設予約システム

等の導入による一元的な受付体制を構築すること。 

施設名  受付・許可等場所  

・日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム  

・日置市東市来グラウンドゴルフ場  

日置市東市来屋内レクリエーショ

ン施設こけけドーム  

・日置市東市来総合運動公園  

弓道場  

多目的陸上競技場  

多目的広場  

テニスコート  

東市来ドーム  

東市来総合運動公園  

・東市来運動公園湯之元球場  本球場  

補助球場  
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・伊集院総合運動公園  陸上競技場  

テニスコート  

プール  

野球場  

グラウンドゴルフ場  

サッカー場  

多目的広場  

伊集院総合運動公園陸上競技場  

伊集院ドーム  伊集院総合運動公園伊集院ドーム  

・日置市日吉総合体育館  

・日置市日吉テニスコート  

・日置市日吉弓道場  

・日置市日吉相撲道場  

・日置市日吉運動公園グラウンド  

・日置市日吉グラウンドゴルフ場  

・日置市日吉管理棟  

・日置市日吉多目的広場  

・日置市日吉研修棟  

日置市日吉総合体育館  

・吹上浜公園  体育館  

陸上競技場  

野球場  

テニスコート  

グラウンドゴルフ場  

ゲートボール場  

弓道場  

屋内多目的広場  

相撲場  

吹上浜公園体育館  

・日置市吹上人工芝サッカー場  

  イ 利用許可申請書の受付、利用の許可、利用許可書の交付、利用の

取消、利用料金の還付手続等を行うこと。 

  ウ 受付は開館時に行うこと。 

  エ 施設の利用申込は原則として先着順とし、利用の許可に当たって

は、平等な利用を確保すること。 

  オ 利用申請書等の書類は、指定管理者において作成すること。  

  カ 施設の利用者に対し必要な助言、指導等を行うこと。 

 (6) 次年度の体育施設利用に伴う希望調査の実施 

   社会体育施設を利用した各種大会が年間を通し計画的に利用できる

ように、毎年度11月から２月の間で利用団体に対して次年度の年間利

用の希望調査を行い、年間利用計画表を作成すること。  

   なお、希望調整後の計画表日程については、２月をめどに市ホーム

ページ内にて公表を予定している。 

 (7) 施設の案内 

  ア 施設利用の手引きを作成するなど、利用者が行う諸届出について

必要な助言を行うこと。 

  イ 電話での問い合わせや施設見学等について、適切な対応を行うこ

と。 
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  ウ 施設の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、

適切な対応をすること。また、その内容を市へ報告すること。  

 (8) 附属設備、備品の準備及び使用方法と注意事項の説明 

   利用者の申請に基づき、必要な備品や設備が円滑に利用できるよう

指導、助言等の支援を行うこと。 

 (9) 緊急時の対応 

  ア 災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保及び必要な通報等

についての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応す

ること。 

  イ 施設の利用者、来館者等の急な病気、けが等に対応できるよう、

近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。  

 

３ 利用の促進に関する業務  

 (1) 広報業務 

   体育施設及び都市公園運動施設のＰＲ及び情報提供のために、以下

の例を参考に、必要な媒体の作成、配布等を行うこと。  

  ア 施設案内ホームページの作成及び更新 

  イ 施設案内パンフレットの作成・配布 

  ウ 必要に応じて、情報誌等を作成・配布 

  エ 体育施設及び都市公園運動施設の事業報告又は事業概要等、施設

の業務等を紹介する資料の作成・配布又はホームページでの公開  

 (2) 誘致業務 

   施設の利用率を高めるため、日置市施設利用促進協会との連携を図

りつつ、新規顧客の開拓等有効な誘致活動（自主事業等）を行うこと。 

 

４ 管理運営業務  

 (1) 施設の利用規程の作成 

   体育施設及び都市公園運動施設の利用規程その他管理に関する規程

を定め、市に報告すること。 

 (2) 組織及び人員配置 

  ア 配置人員等 

   (ｱ) 施設の利用に関する受付（利用料金の収納、問い合わせ、利用

予約受付等）及び施設設備管理業務に従事するために必要な業務
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執行体制を確保すること。 

   (ｲ) 労働基準法等を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形

態にあった適正な人数の職員を配置すること。 

   (ｳ) 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮す

るとともに、利用者の要望に応えられるものにすること。  

   (ｴ) 施設の管理運営に当たり、法令等により資格を必要とする業務

の場合には、各有資格者を選任すること。 

  イ 研修等 

    職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに施設の管

理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。 

  ウ 緊急時等の対応 

   (ｱ) 自然災害、人為災害及び事故等あらゆる緊急事態、不測の事態

には、遅滞なく適切な措置を講じた上で、市をはじめ関係機関に

通報を行うこと。 

   (ｲ) 火災時における避難誘導訓練等の緊急対策及び防犯・防災対策

について、マニュアルを作成し、訓練を行うこと。また、消防署

等から指摘があった場合は、直ちに措置を講ずること。  

 (3) 事業計画書及び収支計画書の作成 

   毎年度２月末までに、次年度の事業計画書及び収支計画書を作成し、

教育委員会に提出すること。また、作成に当たっては、市と調整を図

った上で作成すること。 

 (4) 事業報告書等の作成 

  ア 事業報告書（年次） 

    毎年度終了後30日以内に事業報告書を教育委員会に提出すること。

ただし、年度の途中において、日置市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第７条の規定により指定を取り消されたと

きは、当該指定を取り消された日後30日以内に、当該年度の当該指

定を取り消された日までの間の事業報告書を提出すること。事業報

告書の主な内容は次のとおりである。詳細については、市が指定管

理者と締結する協定で定める。 

   (ｱ) 本業務の実施状況に関する事項 

   (ｲ) 施設の利用状況に関する事項 

   (ｳ) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 
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   (ｴ) 自主事業の実施状況に関する事項 

   (ｵ) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

  イ 業務報告（毎月） 

    毎月報告書を作成し、翌月10日までに教育委員会に提出すること。

報告書の詳細は市が指定管理者と締結する協定で定める。 

    なお、必要に応じて報告を求める場合もある。 

 (5) 事業評価事務 

   管理業務の水準の確保及びサービス向上の観点から、利用者アンケ

ートを毎年度行い、利用者等の意見や要望を把握し、管理運営に反映

させるよう努めること。 

 なお、施設の管理運営に関して自己評価を行い、その結果を前記の

事業報告書にまとめ、教育委員会に提出すること。 

 (6) 帳簿類等の提出要求 

   監査等に必要があると認める場合、指定管理者は帳簿書類その他の

記録の提出要求に応じること。 

 (7) 関係機関との連絡調整 

   市のほか、関係機関との連絡調整を図ること。 

 (8) 文書の管理・保存 

   指定管理者としての業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、日

置市文書管理規程等に準じて文書規程を定め、適正に管理・保存する

こと。 

   なお、指定期間終了時には、教育委員会の指示に従って引き渡すこ

と。 

 (9) 指定期間終了後の引継ぎ業務 

  ア 指定期間終了後、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業

務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。 

  イ 指定期間終了後又は指定の取消し等により次期指定管理者へ業務

を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ

等を遅滞なく提供するものとする。特に、次期指定管理者の指定期

間に係る利用許可に伴う利用料の引渡し、及び施設の利用予約に関

しては遺漏がないよう十分留意すること。 
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５ その他管理運営に必要な業務の基準  

 (1) 保有個人情報保護義務 

   体育施設及び都市公園運動施設の管理運営を行うに当たって取り扱

う保有個人情報の保護のために、保護法第66条第２項の規定により、

保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の

安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。保有

個人情報の取扱いの具体的な内容については、別記３のとおり予定し

ており、市がそれぞれ指定管理者と締結する協定で定める。  

 (2) 指定管理者の業務の範囲外（行政財産の目的外使用許可）  

   行政財産を施設の設置目的以外の用途で使用する場合は、指定管理

者の業務の範囲外で、市の許可を得る必要があり、市が、日置市公有

財産管理規則（平成17年日置市規則第51号）の規定に基づく行政財産

の目的外使用許可を行うものとする。 

   ただし、設置が施設の設置目的にかなう業務の範囲に含まれ、市民

サービスの向上に資するものである場合、市と事前に協議の上指定管

理者の業務の範囲内とすることができる。 

 (3) 監査 

   市監査委員等が市の事務を監査するに当たり、必要に応じ指定管理

者に対し、実地に調査し、又は必要な記録の提出を求められる場合が

ある。 

 (4) 指定管理業務期間の前に行う業務 

  ア 協定項目についての市との協議 

  イ 利用料金等の設定 

  ウ 配置する職員等の確保、職員研修 

  エ 業務等に関する各種規程の作成、協議 

  オ 業務引継ぎ（電気、ガス等の名義変更を含む） 

 (5) 保険への加入 

   募集要項、業務仕様書に定める自らのリスクに対し、適切な範囲で

保険等に加入すること。 

 (6) 災害等避難所その他市の優先利用 

   市が災害避難所設置その他業務において本施設を使用する必要があ

るときはこれを最優先し、指定管理者は運営等に協力するものとする。

なお、避難所運営に伴う経費負担及び指定管理者の役割分担等につい
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ては必要に応じて都度協議するものとする。 

 (7) 日置市公共施設等総合管理計画における基本方針 

   指定管理業務を行うにあたっては、「日置市公共施設等総合管理計

画」の基本方針に従うこと。 

   また、基本方針に関連し、次に掲げる項目について指定管理者は積

極的に市に対して協力等を行うこととする。 

  ア 将来の施設の在り方に関する助言・情報提供等 

    施設の老朽化、利用者数、管理運営コスト等の状況を基に、改善、

整理統合等の方向性について検討するに当たり、必要な助言、情報

提供を行うこと。 

  イ ネーミングライツの導入支援 

    市では、新たな財源確保策として、ネーミングライツの導入に取

り組んでいる。当該施設においてネーミングライツを導入する場合

は、対象施設や内容等のアイデア、ノウハウに関し、市の求めに応

じ助言、協力すること。 

 

６ 協定事項  

  協定の締結 

  市は、指定管理者と、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関

する細目的事項等について協議の上、協定を締結する。  

  協定は、指定期間全体の基本的な協定（以下「基本協定」という。）

及び年度ごとの個別の協定（以下「年度協定」という。）とする。協定

の主な項目は次のとおりとする。 

 (1) 基本協定 

  ※この基本協定については、日置市議会への指定管理者の指定に関す

る議案提出前に仮協定として締結することとし、指定手続条例第４

条の規定に基づき告示があったときから効力を生じるものとする。  

   指定期間、指定管理者の業務の範囲、業務内容の変更中止等、指定

管理者の責務、指定管理料、利用料の徴収、保有個人情報等の管理の

取扱い、業務報告及び事業報告に関する事項、指定の取消し及び管理

業務の停止並びに違約金に関する事項、引継ぎに関する事項、一般的

損害に対する損害賠償責任、利用に係る不服申し立てに関する取扱い、

権利義務の譲渡の禁止、危険負担に関する事項、備品等の管理物件に
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関する事項、修繕等の費用負担、原状回復義務、帳簿等の整備、管理

規程の制定、重要事項の変更の届出、事故報告、その他必要と認める

事項 

 (2) 年度協定 

   業務の仕様、当該年度の指定管理料の額、その他必要と認める事項  

 

  第３ その他 

 

１ 指定管理者の履行責任に関する事項  

 (1) 施設利用者の被災に対する第１次責任を有し、施設又は施設利用者

に被害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに教育委

員会に報告するものとする。 

 (2) 事業継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合は、速や

かに教育委員会に報告するものとする。 

 (3) 前記に規定するもののほか、指定管理者の履行責任に関する事項に

ついては、協定で定めることとする。 

 

２ 事業の開始及び継続が困難となった場合の措置  

 (1) 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

  ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の開始及び継続が

困難になった場合は、市は指定の取り消しをすることができるもの

とする。その場合、指定管理者は基本協定に定める違約金を市に支

払うものとする。 

  イ 違約金の額は、業務の開始が困難になった場合にあっては指定期

間の管理運営基準額合計額の10分の１、業務の継続が困難になった

場合にあっては取り消された年度における管理運営基準額の 10分の

１に相当する額とする。 

  ウ イの規定にかかわらず、市に生じた損害額が違約金より大きい場

合は、市は指定管理者に対しその損害の賠償を求める場合がある。 

  エ 業務の引継ぎに当たっては、市又は次期指定管理者が円滑かつ支

障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うも

のとする。 

 (2) 当事者の責めに帰することができない事由による場合 
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   不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事

由により、業務の継続が困難になった場合は、事業継続の可否につい

て協議するものとする。 

   一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面で通

知することにより協定を解除できるものとする。 

   なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理運営業務

を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。 

 (3) 指定管理者の指定取消後の対応 

   指定取消後、他の（選定時に決めていた場合は、「第２順位、第３

順位の」）法人等と、指定管理予定候補者としての協定締結について

協議を行うことがある。 

 (4) その他 

   上記のほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、協

定で定める。 

 

３ 協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置  

   協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生

じた場合は、市と指定管理者は誠意を持って協議するものとする。  

 

４ リスク分担に対する方針  

  協定締結に当たり、市が想定する主なリスク分担の方針は、以下のと

おりとする。これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクに

ついての方針を示したものである。 

  また、規定した事項以外のことが発生するなど疑義が生じた場合は、

双方の協議によるものとする。 

 リスク分担表（負担者側に○） 

№  種  類  リスクの内容  
負  担  者  

市  指定管理者  

１ 管理運営費の上昇 

物価・金利等の変動など市の責め

に帰すことができない要因による

管理運営費の上昇 

 
○ 

※１ 

２ 
施設・設備・機器・

備品等の修繕 

施設・設備・機器・備品等の修繕 

※２ 

○ 

管理上の瑕疵による施設・設備・

機器・備品等の修繕 
○ 

３ 損害賠償 施設の瑕疵による損害賠償 ○  
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管理業務中における故意又は過失

による損害賠償 
 ○ 

４ 
不可抗力による費用

負担 

自然災害（地震・台風等）に起因

する費用負担 
協議事項 

５ 
指定取消等による損

害 

指定の取消又は管理業務の停止な

どにより生じた損害 
 ○ 

６ 設備機器の保守点検   ○ 

７ 備品等の購入 経年劣化等による更新 
△ 

※３ 

△ 

※４ 

※１ 指定管理業務の継続に重大な影響を及ぼすものは協議事項とする。  

※２  １件当たり 30万円以上の修繕については、市と指定管理者が協議を行い、市が

必要と認めるものについては、原則市の費用負担で修繕を行う。ただし、指定管

理者の管理上の瑕疵による損傷の場合は、指定管理者が修繕を行う。また１件と

は合理的な理由による修繕単位を指す。（例：雨漏り修繕と玄関ドア修繕と合わ

せて 30万円以上になる場合、合わせて１件ではなく、雨漏り修繕で１件、玄関ド

ア修繕で１件とする。） 

※３  市からの貸与備品等が経年劣化等により使用不能となった場合、双方協議の上、

必要に応じて原則として市が購入又は調達するものとする。ただし、指定管理者

の故意、又は過失により貸与備品等をき損滅失した場合は、指定管理者の負担に

より当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入、又は調達するものと

する。 

※４  指定管理者は、サービス向上等を目的に、あらかじめ市と協議の上、自己の負

担により備品等を購入又は、調達できるものとする。その場合、市からの貸与備

品等と明確に区分できるようにするものとする。 

   なお、その備品等について、修繕等が必要な場合、金額によらず、指定管理者

の負担により修繕を実施するものとする。 

 

５ 応募書類の開示  

  応募その他提出された書類は開示することがある。 

 

６ 損害賠償  

  管理業務等の実施中に故意又は過失により市又は第三者に対し、損害

を与えたときは、指定管理者の負担でその損害を賠償しなければならな

い。 

  この損害賠償を担保するため、賠償責任保険に加入していない指定管

理者は、保険に加入する必要がある。 

 

７ 職員の雇用  

  地元雇用の確保 

  指定管理者は、体育施設及び都市公園運動施設を管理運営するに当た

り、人員を雇用する際は、市内在住者（再就職を希望する職員を含む）

の雇用を促進することとする。 
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  なお、雇用の考え方については、「日置市体育施設及び日置市都市公

園運動施設の管理運営に関する事業計画書」の５の(1) ア「本施設に従

事する職員・臨時職員等の確保策（継続雇用の考え方を含む）及び雇用

スケジュール」の欄に記入し提案すること。 

 


